
区分 対  象 対 象 外 

毛髪 ・ウィッグ（かつら） 

・帽子、スカーフ、バンダナ 

・エクステ ・つけまつ毛 

・シャンプー・増毛（植毛） 

・育毛剤、サプリメント 

・理美容室の代金 

・市販のシャンプー（治療によりウィッグ専

用、脱毛予防、肌に低刺激なもの等を購入

した場合は除く） 

 ※市販のものを申請した場合は、上記のよ

うな内容が分るように申請する。 

乳房 ・補整下着・人工乳房 

・シリコンパッド 

・バスタイムカバー 

 

爪 

皮膚 

浮腫 

・ネイル、マニキュア 

・手袋・化粧品 

・保湿剤・弾性ストッキング 

・衣類 

・色素沈着等を治療するためのレーザー治療

費用 

その他 ・対象補整具等を制作する場合の材

料 

・人工肛門用パウチカバー 

・リンパ浮腫を和らげる目的のクッ

ション等（医療用に限る） 

・人工肛門用パウチ 

・杖 

 

 


